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「保険業」に関する法令適用事前確認手続に係る照会について 

（平成１８年３月７日付照会文書（補正）に対する回答） 

 

 

  保険業法第２条第１項によれば、「一定の偶然の事故によって生ずることのある損

害をてん補することを約し保険料を収受する保険」の引受けを行う事業が「保険業」

に該当するものとされている。 

これに照らすと、照会のあった事例は、照会者が家主より管理費として一定の金員

を収受し、対象となる建物について、空室が発生し照会者が入居者斡旋活動を始めて

から１５日間が経過しても次の入居者との賃貸契約が開始しない場合に家賃の９割

相当額を、あるいは空室が発生した場合に全額相当額を金銭給付することを約定する

ものである。また、空室の発生やその解消は、従前の入居者が退去するか、新しい入

居希望者が現れるかという契約締結時に契約者双方にとって確定されていない事由

によって生じるものであり、かつ照会者の建物維持管理業務や入居者斡旋業務により

その結果を完全に回避することは困難なものといえる。 
以上より照会のあった事例は「一定の偶然の事故によって生ずることのある損害を

てん補することを約し保険料を収受する保険」の引受けを行う事業に該当すると考え

られ、同項にいう「保険業」に該当しないとは言えないものと認められる。 
よってこれらの行為を内閣総理大臣の免許を受けずに行った場合は、保険業法第３

条第１項に違反しないとは言えず、また同法第３１５条の罰則の対象となるものでは

ないとは言えない。 
 

（注）本回答は、照会対象法令（条項）を所管する立場から、照会者から提示された

事実のみを前提に、照会対象法令（条項）との関係のみについて、現時点におけ

る見解を示すものであり、事実が記載と異なる場合、記載されていない関連事実

が存在する場合、関係法令が変更される場合などには、考え方が異なるものとな

ることもある。また、本回答は、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含め

た司法判断を拘束しうるものではない。 


